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いつでも、最新の年金記録を確認できます！
・ご自宅のパソコンで、24時間いつでも、毎月更新された

年金記録を確認できます。

年金の見込額を試算できます！
・国民年金保険料を後納や追納した場合、どれだけ年金額

が増えるかグラフで表示します。

電子版の各種通知書を確認できます！
・電子版の通知書の準備ができましたら電子メールでご案

内します。

「ねんきんネット」をご利用いただけない方向けのサービス
・「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」（0570−058−555）にご連絡ください。

便利で、カンタン、「ねんきんネット」 ！

※関川村は年金記録の照会サービスを行っていません

詳しくは「ねんきんネット」で検索

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

電話でのお問い合わせは、

「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」へ

TEL ０５７０−０５８−５５５
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︱
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。

▽
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率
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・
8
％
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・
4
％
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■
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例
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滞
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収
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す
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期
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す
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介
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＊
︱
右
の
４
件
に
つ
い
て
、
地
方

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が

今
年
の
３
月
30
日
に
公
布
さ
れ
、

延
滞
金
等
の
利
率
が
現
在
の
低
金

利
時
代
に
合
わ
せ
て
引
き
下
げ
ら

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
村
税
及
び
各

種
負
担
に
つ
い
て
同
様
に
引
き
下

げ
る
も
の
で
す
。

決
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■
平
成
24
年
度
関
川
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各
会
計
・
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道
事
業
会
計
の
決
算
認
定

＊
︱
平
成
24
年
度
の
一
般
会
計
と

９
の
特
別
会
計
、
水
道
事
業
会
計

の
決
算
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の

で
す
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
広
報

せ
き
か
わ
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で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
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事

■
教
育
委
員
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委
員
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再
任
の
同
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︱
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在
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︶
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す
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＊
︱
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3
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追
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8

7
7
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と
し
ま
し
た
。

■
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民
健
康
保
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︵
第
１
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︶

＊
︱
歳
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ぞ
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5
0
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万
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を
追
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、
総
額
８
億
4
0

0
0
万
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と
し
ま
し
た
。

■
簡
易
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︵
第
３
号
︶

＊
︱
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ぞ
れ
1
3
0

万
円
を
追
加
し
、
総
額
6
7
1
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万
円
と
し
ま
し
た
。

■
水
道
事
業
会
計
︵
第
５
号
︶

＊
︱
収
益
的
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入
を
8
0
万
円
、

資
本
的
収
入
を
3
0
0
万
円
、
資

本
的
支
出
を
そ
れ
ぞ
れ
3
9
0
万

円
追
加
し
ま
し
た
。
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国民健康保険・後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先 住民福祉課福祉保険班 ℡６４−１４７１

「かかりつけ医」を持ちましょう

「かかりつけ医」とは、病歴や健康状態などを把握して健康管理全般のアドバイスをしてくれる

お医者さんのことです。

そのため、ちょっとした異変でも早期に発見し、入院や精密検査などが必要な場合には、適切な

病院や専門医を紹介してくれます。また、大きな病院よりも比較的待ち時間が短く、受診の手続き

も簡単です。

日ごろから、ご自分やご家族の健康管理につとめ、少しでも体調に異変を感じたら、早期に「か

かりつけ医」へ相談、受診することを心がけましょう。

分からないことはお医者さんや薬剤師さんに確認しましょう

受診の疑問や不安があるときは、相談・質問し、不安を解消した上で治療にのぞみましょう。

また、お医者さんや薬剤師さんの質問にも隠さず答えることも重要です。

お医者さんの「かけもち」はやめましょう

同じ病気で、複数のお医者さんにかかると医療費も

増えてしまうだけでなく、重複する検査や薬により、

体に悪い影響を与えることがあります。

【ご注意ください】

大きな病院では、初診の場合、紹介状なしで受診すると特別料金が発生する

場合があります。

お医者さんにかかるとき、ちょっとした誤解や思い込みで治療が長引く

ことがあります。上手にお医者さんにかかれば、体調はきちんと回復し、

必要以上の医療費がかかることもありません。

医療機関の受診や、薬局での薬の調剤の際には、次のことに気をつけま

しょう。

Vol .６ 上手なお医者さんのかかり方（その１）


